
Contents 

中国最新法律 

センシティブ個人情報の識別ガイドラインに関する一考察

2025年1月号

号XXXX

Newsletter 
Vol.38 

3 中国からの風便り 

1 増値税法 

2 国家市場監督管理総局による「会社登記管理実施弁法」 

3 台湾地区の裁判所による民事判決の承認及び執行に関する最高

人民法院による規定（改正） 

新 法 紹 介 2 

新たな芽吹き 

1 国際法務 



中国最新法律Newsletter 2025年1月号 2 

国際法務 

センシティブ個人情報の識別ガイドラインに関する一考察
弁護士法人大江橋法律事務所 

弁護士 竹 田  昌 史 

一、 総論 

1. センシティブ個人情報を巡る近時の動向

中国の個人情報の越境移転規制については、2024年3

月22日付で「データ越境の流動促進と規範に関する規定」

（以下「流動促進規定」といいます。）が公布、同日付

で施行され、また併せて関連ガイドラインが公表されま

した。これら一連の規定により、個人情報の越境移転に

伴う対行政当局対応の条件が大幅に緩和され、日本企業

を含む外資企業の負担も軽減される結果になりました。 

他方、個人情報の中でも慎重な取り扱いが求められ

る「センシティブ個人情報」（中国語：敏感个人信息）

については特段緩和されていません。また我々の日頃の

業務においても、通常の個人情報については流動促進規

定の基準に基づく判断が比較的容易ですが、センシティ

ブ個人情報については、具体的にどういった情報がその

範疇に入るのか、更に形式的には該当するものの具体的

な事案の中で果たして本当にセンシティブ個人情報に該

当すると判断すべきか、判断が難しいところがあります。 

上記のような状況の中、少し前の話にはなりますが、

2024年9月14日付で、全国ネットワーク安全標準化技術

委員会から、「センシティブ個人情報識別ガイドライン」

（以下「識別ガイドライン」といいます。）が公布され

ました。識別ガイドラインは正式な法令ではありません

が、関連する法令や国家標準による識別基準がない現状

では一定程度参考にすることができます。そのため、以

下では、当該ガイドラインのポイントについて、簡単に

実務の視点も踏まえつつ解説します。 

2. 識別ガイドラインの構成

識別ガイドラインは、主に「センシティブ個人情報

の識別ルール」と「典型的なセンシティブ個人情報」に

ついて規定しています。センシティブ個人情報の識別ル

ールでは、複数の視点からセンシティブ個人情報への該

当性の判断基準が示されています。典型的なセンシティ

ブ個人情報では、それに該当する典型的な情報類型につ

いて規定し、更に別紙として同情報の例示表が付されて

います。 

二、 センシティブ個人情報の識別ルール 

識別ガイドラインによれば、以下のような判断基準

に従ってセンシティブ個人情報への該当性を判断するも

のとされています。 

１． 権利侵害の性質に照らした判断基準 

① ひとたび漏洩し又は不法に使用されれば、個人の人

格の尊厳に対する侵害を引き起こしやすい個人情報

個人の人格の尊厳に対する侵害を引き起こしやすい

場合の具体例としては、個人のネットアカウントへの

不正侵入、通信詐欺、個人の名誉への侵害や差別的取

扱（例えば個人の性的志向、病歴等の履歴情報の漏洩

等により引き起こされる差別的取り扱い）等が挙げら

れています。 

② ひとたび漏洩し又は不法に使用されれば、個人の人

身の安全が損なわれやすい個人情報

例えば、個人の位置情報や移動履歴等が挙げられま

す。もし個人の位置情報が漏洩し又は不法に使用され

た場合、個人の人身の安全が損なわれやすいといえま

す。 

③ ひとたび漏洩し又は不法に使用されれば、個人の財

産の安全が損なわれやすい個人情報

例えば、金融口座情報等が挙げられます。もし銀行

の口座情報が漏洩し又は不法に使用された場合、個人

の財産の安全が損なわれてしまいます。 

２． 情報の類型に照らした判断基準 

識別ガイドラインで定める「典型的なセンシティブ

個人情報」に該当する場合には、センシティブ個人情

報に該当するものとされます。但し、それらの個人情

報が上記一番目の識別ルールで定める①～③の事由い

ずれにも該当しないことを示す十分な理由と証拠があ

る場合、センシティブ個人情報に該当しないものとさ

れます。 

３． 情報の融合に伴う性質の変化に照らした判断基準 

一つの個人情報を単体で見れば一般的な個人情報に

過ぎないものの、個人情報が複数集約又は融合するこ

とにより全体としての属性に変化がみられる場合、そ

の属性の変化を考慮しなければならず、集約又は融合

された全体的な個人情報が漏洩又は不法に使用される

ことで個人にもたらされる影響を分析したときに上記

一番目の識別ルールで定める①～③の地涌のいずれか

に該当する場合には、全体的な個人情報がセンシティ

ブ個人情報と見做されます。例えば、BtoCビジネスに

おける顧客の氏名が単体では一般的な個人情報ですが、

PROFILE 
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それが百万件前後まで集約された場合が挙げられます。 

４． 法律規定に基づく判断基準 

法律法規にて別途センシティブ個人情報であると規定

する場合には、同規定に従うことになります。 

以上の4つの識別ルールは、基本的には中国の個人情

報保護法で定めるセンシティブ個人情報の定義の内容

を権利侵害の内容や情報の類型に照らして分類、整理

したものです。もっとも、実務上の意味を考えると、

形式的にはセンシティブ個人情報の範疇に入るものの

事案の具体的状況に照らすと同個人情報とは言い切れ

ない場合も比較的多くあります。そのため、今回の識

別ルールにおいて該当しない場合における判断要素が

提供されたという意味では、各企業にて実際の判断を

する際にも有益な内容と思われます 

三、 典型的なセンシティブ個人情報 

１． 類型 

識別ガイドラインによれば、典型的なセンシティブ

個人情報として以下のような分類がされています。 

（典型的なセンシティブ個人情報の類型） 

類型 内容 

生物識別情報 個人の物理的、生物的又は行為的

特徴に対する技術的処理により得

られた個人情報であって、それ単

独又は他の情報と組み合わせるこ

とにより個人を識別できるもの。

例えば、遺伝子情報、人の顔情報

等が挙げられます。 

宗教信仰情報 個人が信仰する宗教、宗教組織、

宗教活動に関連する個人情報 

特定身分情報 個人の人格的尊厳や社会的評価に

対し重大な影響を有する又はその

他公開に適さない身分情報（特に

社会的差別につながる可能性のあ

る特定身分情報については、例え

ば、身体障碍認定を受けた個人の

情報等が挙げられます）。 

医療健康情報 個人の通院履歴、身体的又は精神

的な健康状態に関連する個人情報 

金融口座情報 個人の銀行、証券等の口座及び口

座資金取引関連の個人情報 

位置情報や移動

履歴情報 

個人の一定期間内における具体的

な地理的位置、活動地点及び活動

履歴の移動及び変化によって構成

される連続的な履歴情報 

14歳未満の未成
年の個人情報 

その他のセンシ

ティブ個人情報

上記情報以外に、ひとたび漏洩し

又は不法に使用されれば、個人の

人格の尊厳の侵害を引き起こしや

すい、又は人身、財産の安全が損

なわれやすい個人情報。 

２． 典型例 

識別ガイドラインでは、別紙として典型的なセンシ

ティブ個人情報の類型別の例示表が付されています。

センシティブ個人情報の例示表は、2020年に公布、施

行された「情報安全技術・個人情報安全規範2020」

（GB_T 35273－2020、以下「安全規範」といいます。）

という国家標準でも公開されており、基本的には2020

年の安全規範と同じに内容になっています。もっとも、

識別ガイドラインの例示表では、2020年の安全規範の

例示表に記載されていたウェブサイトの閲覧記録、ア

ドレス帳、友人リスト、グループチャットのリストが

列挙されていません。なお、識別ガイドライン作成に

あたっての参考文献として2020年安全規範が挙がって

います。 

四、 最後に 

今回の識別ガイドラインでは、依然として明確にさ

れていない内容があるものの、全体としてみれば、実

際の企業活動の場面でしばしば問題となりながらも、

その判断要素に乏しかったセンシティブ個人情報の該

当性判断に一つの手がかりを与えてくれるものと考え

られます。センシティブ個人情報の中には、その性質

や数量次第では、重要データという別の概念に変化す

る場合もあるため、日々の実務においても引き続き注

目していく必要があると思われます。 

以上 
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１. 増値税法 

2024年12月25日、国家主席令第41号として「増値税法」が公布さ

れ、2026年 12月25日より施行される。増値税法は、税収の「法定主

義」を徹底したもので、現在有効な「増値税暫行条例」（増値税

法の施行とともに同条例は廃止される）や「営業税から増値税へ

の全面的徴収の試行に関する財務部、国家税務総局による通知」」

の規定内容を吸収し、18種の税のうちの14番目の租税法律として打

ち出された。 

増値税法は、総則、税率、納税すべき金額、税収優遇、徴収管

理、付則の計6章38条から構成されている。総則の部分では、課税

対象範囲の分類を調整し（加工、修理部品交換作業労務が役務に

統合される。）、国内で発生する課税取引の範疇を明確にし、さ

らに増値税の金額が取引の証憑にて明記される必要があるとされ

ている。税率の部分では、簡易課税の方法が適用される場合に一

括して3％の税率が適用されることが明確にされて、1つの取引に

ついて複数の税率等が関係する場合、課税取引の主要業務に従い、

税率と徴収率を適用するとされた。また課税金額の計算方法と売

り上げの査定方法も従前の規定より明確にされている。また税金

徴収の規定では、課税地の確定方法の明確化や電子発票に関する

規定の追加がなされている。 

（全国人民代表大会常務委員会 2024年12月25日公布、2026年1月1日

施行） 

2． 国家市場監督管理総局による「会社登記管理実施弁法」 

2024年12月20日、国家市場監督管理総局により「会社登記管理実

施弁法」(国家市場監督管理総局令第95号、以下「実施弁法」とい

う) が公布され、2025年 2 月 10 日より施行される。主な内容は以下

の通りである。 

(1) 会社登記管理の要求の明確化 

会社登記机関は、全国統一の市場を構築するという要求に従っ

て、規範的に職務を遂行し、誠実で安全な市場秩序を守らなけれ

ばならない。同時に、会社の登記や登録をする時、申請人は提出

材料の真実性、合法性と有効性に対して責任を負わなければなら

ない。 

(2) 改正会社法及び関連行政法規に関する規定要求の細分化 

まず、会社の登録資本金の納付に関する要求を細分化する。

「実施弁法」では、有限責任会社であれば株主が新たに資本金

を納めるまでの5年間の期間、株式会社であれば資本金の増加後

に資本金の変更登記の期間などが定められている。次に、会社

の届出義務についても規定を設けて強化している。監査委員会

を設置して監事会の職権を行使する会社において董事の届出を

行う場合、当該董事が監査委員会のメンバーであることを明記

する。同時に、会社は法律に基づいて連絡員を登録して、効果

的な疎通を確保しなければならない。またいわゆる「董監高」

が在職資格制限事由に該当する場合、会社は直ちに本人の役職

を解任して届出を提出しなければならない。 

(3) 会社の登記手続の規範化 

「実施弁法」はまた行政部門間でデータ共有の検証の確認方

式、株主の死亡あるいは抹消の時抹消の登録方法などを定めて

いる。 

(4) 会社の登記管理とサービスの強化 

別枠管理制を細分化する。会社法施行前に営業停止等の記録

がある企業など別冊管理の対象、手順、結果、登録回復の条件

を明確にする。また、仲介業者の責任を明確にする。仲介机関

は会社の登記などの業務に従事して国家の利益あるいは彼らの

合法的な権益を損なうことを利用してはいけない。最後に、会

社の営業許可証と社会信用コードの管理を統一する。 

（国家市場監督管理総局 2024年12月20日公布、2025年2月10日施

行） 

3．台湾地区の裁判所による民事判決の承認及び執行に関する

最高人民法院による規定（改正） 

最高人民法院は、2024年12月25日付に「台湾地区の裁判所によ

る民事判決の承認及び執行に関する最高人民法院による規定」

（以下「新規定」という)を公布し、2025年1月1日から新規定が

施行される。今回の改正は規定の合理性・実用性をより向上さ

せ、台湾地区裁判所の判決・裁定の承認と執行に積極的な影響

を及ぼすものになっている。主なポイントは以下の通りである。 

(1) 申請者の範囲の更なる拡大である。新規定では、申請者の

範囲を、当事者の相続人・権利受給者にまで広げる。つまり、

財産の相続または債権債務の譲渡などの情況に関系するならば、

新規定によって、当事者の相続人あるいは権利を受ける人も大

１増値税法

２国家市場監督管理総局による「会社登記管理実施弁法」

３ 台湾地区の裁判所による民事判決の承認及び執行に関する最高人民法院による規定（改正） 

新 法 紹 介 

新法紹介

新法紹介
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陸に来て認可と執行を申請する権利が認められている。 

(2) 申請の認可と手続きの実行の更なる最適化である。新規定

は第3条の中で1項を追加して、申請者が認可を通常の申請をし

た時、または直接執行を申請した時の人民法院の異なる処理方

式を詳しく規定しており、人民法院の審査と解釈の義務を明確

にする。新たに追加された第9条は、人民法院が申請書謄本を被

申請人に送達する時間と被申請人が意見を提出する期限を明確

にし、被申請人が意見を提出しない場合と延期を申請する場合

について規定している。 

(3)  申請書類の要求及び証拠認定規則の更なる明確化である。

第6条は申請材料の要求をより明確かつ具体的にしており、当事

者が一度にそろった材料を準備するのに役立ち、材料の不備に

よる重複等の事態を減らすことになる。また、新たに第12条の

証拠の真正性認定に関する規定が設けられ、それにより証拠審

査の効率が向上することが期待される。 

(4) 裁定の不承認の状況がさらに明確化された。第16条により台

湾地区法院の民事判決を認めない場合を増やした。詐欺によっ

て判決を受けた場合、又は大陸人民法院が既に裁判又は仲裁机

関が既に仲裁裁決を行った場合などが追加された。 

(5) 「重複訴訟」に関する事項や実行の根拠がより明確にされた。

第23条は一部認められた裁定はまた執行の根拠とすることがで

き、執行業務に更に明確な法律の指針を付与することになる。 

（工業及び情報化部2024年12月17日公布、2025年1月1日施行） 
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     弁護士法人大江橋法律事務所 

弁護士 竹田 昌史 

先日、中国人の友人から嬉しい連絡がありました。なんと

その友人が働く会社が米国のナスダックに上場したというの

です。私は、上場のニュースよりも、その会社の逞しさとス

ピード感に改めてビックリしました。というのも、2023年の

夏に「中国からの風だより」の中の「商魂逞しい中国ベンチ

ャー」というテーマで、苦境に立たされたこの会社の発想の

転換と前向きな姿勢を取り上げたことがあったからです。 

当時、中国の急激な政策変更と規制強化の影響で、その会

社は、従来のビジネスモデルを引っくり返されてしまい、前

途多難で従業員も半分に減っている状況でした。ところが、

その会社は直ちに方向転換を図り、昔から儲からないビジネ

スとして誰も参入しなかったニッチな事業分野に参入し、そ

こに持ち前のテクノロジーを持ち込んで新たなビジネスを始

め、中国国内のベンチャー株式市場に上場したのです。 

私はその後の状況を特にウオッチしていなかったのですが、

その会社は入念に準備をして米国上場を果たしていたのです。

当然ながら、米国上場しても株主から支持を得られなければ

退場を余儀なくされますが、非常にニッチな分野とテクノロ

ジーを掛け合わせるという発想の転換と、数年かけて事業を

伸ばしていくスピード感に感動を覚えました。 

更に、上記の話とは別ですが、先月、中国のある若い事業

家の人と食事をする機会があり、これから日本で展開しよう

としている環境ビジネスについてお話を伺いました。その際、

私は彼が話すビジネスモデルの中に中国が全く出てこないこ

とにとても驚きました。というのも、数年前であれば、中国

の方と話をすると中国国内ビジネスがいかに大規模で有望か

という話をされることが多かったように思います。しかし、

彼は、まずは東南アジア等の国々で自分のビジネスモデルが

通用するかを実験し、その結果を踏まえて、他の国々で同じ

ようなビジネスをする事業家とネットワークを結んでグロー

バルに展開したいと考えており、東アジアでの実験的市場と

して日本を考えているというのです。彼のビジネスが成功す

るかどうかは、私には分かりません。ただ、初めから自分の

母国以外の国々で事業をすることを前提に発想していく考え

方に、従来の中国国内型の発想に縛られない斬新な印象を受

けました。 

 日本にいると、2024年の中国といえばネガティブな情報

にしか触れませんが、現地にいる私の目からすると、中国

の人達は2016年に私が上海に赴任した時と比べても、着実

に質的な変化を遂げているように思われます。日頃、頭が

固くなりがちな私自身、見習いたいと思う次第です。 

以上
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